
　学校評議員会は、学校教育法施行規則に基づき、校長の求めに応じて個人として
の立場で学校運営に関する意見を述べるものであるのに対して、学校運営協議会は
学校運営等について関与する一定の権限が付与されており、校長はこの会が承認す
る基本的な方針に従って学校運営を実施することになります。

◆どんな活動を行っているのですか？◆

　年５回、学校運営協議会を計画しています。

　「連携・行事」と「学習・生活」の二つを中心に、学校教育の改善に取り組んでいます。
行事を見直しつつ、児童生徒の基本的生活習慣の育成を図るために、「あいさつ運動」の実
施や、学習の基本的マナーを小中連携で見直す取り組みなどを行っています。

◆学校運営協議会と学校評議員会の違いについて◆

　学校運営協議会とはこれまでの学校運営の改善の取り組みをさらに一歩進めるも
のとして、平成16年６月の「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正
により導入されたものです。

　保護者や地域のみなさんが一定の権限と責任を持って学校運営に参画することに
より、そのニーズを迅速かつ的確に学校運営に反映させるとともに、学校・家庭・
地域社会が一体となってより良い教育の実現に取り組むことがこの制度のねらいで
す。また、地域の創意工夫を活かした特色ある学校づくりが進むことで、地域全体
の活性化も期待されます。

※浅井４小中学校では、４校すべての学校運営協議会委員が参加
して、意見交換を行う浅井４校学校運営協議会連絡会を年３回開
催しています。

　学校運営協議会とは、保護者や地域のみなさんと学校が一緒になって子どもたちを守り育てる
ための組織です。

　保護者や地域の方々の声を学校運営に直接反映させ、校長と責任を分かち合いながら、一体と
なって学校運営に携わっていくことで、地域に開かれ、地域に支えられるより良い学校づくりを
めざしていきます。

   浅井中学校では平成２１年度から２年間準備委員会を経て、２３年度から協議会を発足しまし
た。校区の小学校職員や保護者、地域の方々などを委員として委嘱しています。

◆学校運営協議会委員会の構成員◆

　中学校は、地域の方々４名、ＰＴＡ代表４名、浅井中学校職
員４名の計１2名で構成されています。

学校運営協議会（コミュニティ・スクール）学校運営協議会（コミュニティ・スクール）
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夏休み ・街頭指導（青少年健全育成会と連携・校区内）

　ＰＴＡとは保護者と教職員が協力して、家庭と学校と社会での子どものすこやかな成長を
願い、保護者どうし・教職員と保護者との顔の見える関係づくりや子どもたちの生活面や教
育面での環境を整えるよう活動している団体です。

◆ＰＴＡってどんな活動をするのですか？◆

1学期 ・ＰＴＡ総会　・第１回常任委員会　・あいさつ運動/園芸活動ボランティア

２学期
・第２回常任委員会　・あいさつ運動/園芸活動ボランティア
・体育祭ボランティア　・ＰＴＡ教養講座　・合唱祭ボランティア

冬休み ・街頭啓発一斉活動（校区内）

3学期 ・あいさつ運動/園芸活動ボランティア　・会計監査

◆ＰＴＡ会費について◆

　ＰＴＡ会費は、生徒一人あたり月額１５０円です。５月の集金
日にＰＴＡ会費１年分１，８００円を集金します。会計年度は４
月１日より翌年３月３１日までです。
　ＰＴＡ会費は会議等運営費、活動費、学校運営費などに使われ
ます。
　毎年４月のＰＴＡ総会時に前年度の会計報告をします。

※PTA活動紹介のブログ（適宜）

◆役員はどうやって選ぶのですか？◆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　会員は保護者と教職員全員です。
　ＰＴＡ活動の中心になる役員として実行委員・地区委員があります。
　実行委員は、会長（１名）、副会長（１名）、母親代表（１名）、母親副代表（１名）、書記
（１名）、会計（２名）、会計監査（１名）、教養部長（１名）、保健厚生部長（１名）、校外
指導部長（１名）の１１名です。
　地区委員は、前年の11月～12月にかけて２年生の会員の方を中心に地区ごとに1名選出さ
れ、常任委員会に参加していただきます。

◆地区委員はどんな活動をするのですか？◆

　地区委員は、年2回の常任委員会に参加する他、あいさつ運動／園芸活動等に参加してい
ただいています。その他に、体育祭ボランティア、合唱祭ボランティア、各種講演会、教養
講座などのＰＴＡ活動への積極的な参加をお願いしています。

ＰＴＡＰＴＡ
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◆教育支援センター◆

　教育支援センターとは、学校に行きたくてもいけない児童生徒のために、学校復帰に向けて教
育相談や適応指導などを行うところです。

　一宮市には、「サンシャイン138南」「サンシャイン138北」「ふれあい教室」「ほっとルー
ム☆きらら」の４つがあります。

　ご相談・見学・お問い合わせは学校または、各教育支援センターまでにご連絡ください。

サンシャイン138北 　心に力を蓄えて家から外に踏み出す場、学校
との架け橋になる場です。
　学校・保護者と手を携えて子どもの心と向き
合い自立を支えたいと思っています。

℡23－2775　　一宮市貴船2－7－16

一宮市医師会館3F　　（月～金）

　全小中学校に一宮市スクールカウンセラーが巡回し、教師や心の教室相談員などに指導・助言
をするとともに保護者との教育相談にあたっています。

ほっとルーム☆きらら
　ほっと気持ちが休まるような心の居場所をめ
ざし、子どもたちの学校復帰のために支援して
います。

℡87－7112　　一宮市木曽川町黒田城西27－4

黒田児童館内　　（月～金）

ふれあい教室
　緑の多い三条緑地公園が北にあり、恵まれた
環境の中で『日だまり』のような温かい雰囲気
を大切にしています。

℡61－4065　　一宮市三条郷内西43－1

三条ポンプ場１Ｆ　　（月～金）

サンシャイン138南
　学校復帰を目指し、人と関わり合う交流時間
を最も大切にして学習や読書の時間にも集中し
て取り組んでいます。

℡24－0817　　一宮市古金町１－１２－１

向山公民館１Ｆ　　（月～金）

◆一宮市スクールカウンセラー◆

※相談内容については、秘密を守りますので、安心してご相談ください。 

※電話相談も行っています。電話番号は２８－８７７７です。

※相談を希望される方は、各小中学校にご連絡ください。 

◆中学校のスクールカウンセラー、心の教室相談員◆

　一宮市内の全中学校にはスクールカウンセラーや心の教室相談員がいます。生徒が悩みなどを
気軽に話せ、ストレスを和らげることができるように相談活動や話し相手などの活動を行ってい
ます。

　各学校では、校内に相談箱や相談室を設置し、相談活動の充実を図っています。

※生徒本人の相談だけではなく、在校生の保護者にも相談活動を行っています。

   スクールカウンセラー、心の教室相談員とも週に数日の勤務のため、相談日については中学
校へお尋ねください。なお、毎月「相談室だより」を発行し、勤務日をお知らせします。

さまざまな相談窓口

20相談窓口



21学校連絡ツール



22学校連絡ツール


